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当院では、病院勤務医師の
業務の負担軽減、

及び処遇の改善のため、
以下の通り取り組みを
行っております。

●薬剤師、看護師、管理栄養士、リハビリ技師、社会福祉士、
救急救命士、医師事務作業補助者等との役割分担の実施
・静脈採血等の実施
・入院の説明の実施
・検査手順の説明、同意書取得の実施
・服薬指導、薬剤の処方に対する支援
・栄養指導

●勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
●交替勤務制・複数主治医制の実施
●その他、当直明けの午後勤務免除等


